
   知多北部広域連合指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準等を定める条例 

（平成２５年３月８日条例第２号） 

改正 平成２７年２月２５日条例第４号 

改正 平成２９年２月２７日条例第２号 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第

７８条の２第１項及び第４項第１号並びに第７８条の４第１項及び第２項の規定に

基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定

めるものとする。 

（事業の人員、設備及び運営に関する基準） 

第２条 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、この

条例に定めるもののほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号。以下「省令」という。）に定めると

おりとする。 

２ 前項の規定により、省令に定める基準を適用する場合において、省令第３条の４

０第２項、第１７条第２項、第３６条第２項、第４０条の１５第２項、第６０条第

２項、第８７条第２項、第１０７条第２項、第１２８条第２項、第１５６条第２項

（第１６９条において準用する場合を含む。）及び第１８１条第２項の規定中「２

年間」とあるのは「５年間」と、省令第１３２条第１項第１号イの規定中「２人」

とあるのは「２人以上４人以下」と読み替えるものとする。 

 （記録の整備等） 

第３条 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業に要した費

用の請求及び受領に係る記録を整備し、当該費用の受領の日から５年間保存しなけ

ればならない。 

（非常災害対策） 

第４条 地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知

症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活介護又は看護小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型サービ



スを行う者は、非常災害時の利用者の安全及び利用者に対する適切な処遇の確保を

図るため、市町村、介護保険施設及び地域住民等との連携協力の体制を整備するよ

う努めなければならない。 

 （暴力団の排除） 

第５条 指定地域密着型サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、暴力団員

による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に

規定する暴力団を利することとならないようにしなければならない。 

（地域密着型介護老人福祉施設の指定に係る入所定員） 

第６条 法第７８条の２第１項の条例で定める定員は、２９人以下とする。 

（申請者の資格） 

第７条 法第７８条の２第４項第１号の条例で定める者は、法人である者とする。 

（知多北部広域連合の区域外の市町村に所在する事業所に係る基準） 

第８条 第２条から前条までの規定にかかわらず、知多北部広域連合の区域外の市町

村に所在する事業所に係る第１条の基準等は、当該市町村の条例で定めるところに

よる。 

（委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。 

附 則 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

２ 第２条第２項の規定は、この条例の施行の際既に完結しているものに係る記録に

ついては、適用しない。 

附 則（平成２７年条例第４号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （知多北部広域連合指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準等を定める条例の一部改正） 

２ 知多北部広域連合指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準等を定める条例（平成２５年知多北部広域連合条例第３号）の一



部を次のように改正する。 

   〔次のよう〕略 

附 則（平成２９年条例第２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 


